
第２９回 市民活動支援センター運営協議会 

 

 

日 時 ： 平成３０年４月２６日（木） 

午後２時～ 

場 所 ： ８階旧レストラン会議室 

 

 

次   第 

 

１ 開 会  

２ 副市長挨拶 

３ 議 題 

（１） 市民活動支援センター運営協議会の会長及び副会長の 

選任について 

（２） 平成３０年度市民活動支援センターの登録状況について 

（３） 平成２９年度市民活動支援センターの利用状況について 

（４） 第２回市民活動元気アップふぇすたの開催結果について 

（５） 平成２９年度市民活動支援センターの事業実施報告について 

（６） ８階旧レストラン会議室の使用方法について 

（７） 平成３０年度市民活動支援センターの事業実施計画について 

（８） 第３回市民活動元気アップふぇすたの企画書案について 

（９） 市民活動つうしん第１７号の発行について 

（10）野田市市民活動団体支援補助金について 

４ 閉 会 
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（１） 市民活動支援センター運営協議会の会長及び副会長の選任について 

市民活動支援センター運営協議会委員の任期満了に伴う、改選後の初めての 

会議であることから、市民活動支援センター運営協議会設置要領第６条第２項 

に基づき、会長及び副会長を委員の互選により選出する。 

 

野田市市民活動支援センター運営協議会設置要領 

 （会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
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２ 

（２）平成３０年度市民活動支援センターの登録状況について 

※ 更新申請に合わせ、市民活動団体の活動内容を市民に広く公開し、活動への理解

を深めるとともに会員の拡大につなげるため、市ホームページに詳しい活動内容を

掲載することから、「登録申請書」及び「市民活動団体の活動内容」の書式を変更

いたしました。 

※ １年間の登録期間満了に伴い、平成２９年度に登録された１２９団体に対し、 

更新手続きをしていただくよう通知をしたところ、９９団体の更新申請があり、 

また、新規で１団体の申請があり、合計１００団体を平成３０年４月２日付で登録

決定いたしました。 

  現時点で更新申請がない団体（２８団体：更新申請しない２団体を除く。）につ

いては、コーディネーターが連絡をとり、更新の登録の意向や現在の状況等を確認

しています。 

※４月２５日現在、新たに９団体の更新申請があり、また、新規で１団体の申請があ

りましたので、登録団体は合計で１１０団体となりました。 

〈登録団体の推移〉 

年 度 

市民活動団体内訳 

合計 組 織 名 ＮＰＯ

法人 

ボラン ティア 

団体等市民団体 

平成２４年度 １３ ５７  ７０ 
ＮＰＯ・ボランティア 

サポートセンター 
平成２５年度 １４ ７５  ８９ 

平成２６年度 ２５ ８５ １１０ 

平成２７年度 １９ ７６  ９５ 

市民活動支援センター 

平成２８年度 ２２ ８７ １０９ 

平成２９年度 ２３ １０６ １２９ 

平成 30年 4月 2日 １７ ８３ １００ 

平成 30年 4月 25日 ２０ ９０ １１０ 

 

年 度 

市民活動団体内訳 

合計 更新 新規 
ＮＰＯ法人 

ボランテ ィア 

団体等市民団体 

H29年度末現在  （１） ２３ １０６ １２９ １０６ ２３ 

H30年 4月 2日現在（２） １７ ８３ １００ ９９ １ 

増 減 （２）－（１） △６ △２３ △２９ △７ △２２ 

H30年 4月 25日現在（３） ２０ ９０ １１０ １０８ ２ 

増 減 （３）－（１） △３ △１６ △１９ ２ △２１ 
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平成３０年度市民活動支援センター登録団体   

  
H30.4.25現在 （単位：団体、％） 

活 動 分 類  団体数 割合 

内訳１ 内訳２ 

更

新 

新

規 

NPO

法

人 

任

意

団

体 

1 保健・医療・福祉   ３０ 27.3 30 0 4 26 

２ 学術・文化・芸術・スポーツ ２４ 21.8 24 0 5 19 

３ 子どもの健全育成   １７ 15.5 17 0 5 12 

４ まちづくり      １１ 10.0 10 1 1 10 

５ 人権の擁護・平和推進 ８ 7.3 7 1 2 6 

６ 環境の保全      ６ 5.5 6 0 1 5 

７ 社会教育 ４ 3.6 4 0 0 4 

８ 観光の振興 ２ 1.8 2 0 0 2 

９ 農山漁村・中間山間地域の振興 ２ 1.8 2 0 0 2 

１０ 地域安全活動     ２ 1.8 2 0 1 1 

１１ 国際協力       １ 0.9 1 0 0 1 

１２ 男女共同参画 １ 0.9 1 0 0 1 

１３ 科学技術の振興    １ 0.9 1 0 1 0 

１４ 他団体との連携・助言・援助等 １ 0.9 1 0 0 1 

１５ 災害救援 ０ 0 0 0 0 0 

１６ 情報化社会の発展 ０ 0 0 0 0 0 

１７ 経済活動の活性化 ０ 0 0 0 0 0 

１８ 職業能力の開発・雇用機会の拡充 ０ 0 0 0 0 0 

１９ 消費者の保護 ０ 0 0 0 0 0 

合 計 １１０ 100 108 2 20 90 
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（３）平成２９年度市民活動支援センターの利用状況について 

① 市民活動支援センターの利用状況（平成 30年 1月～3月） 
 

○相談等業務 

    ・相談件数 １０件     相談時間 ３３０分(５時間３０分) 

・訪問件数   ０件     訪問時間   ０分 

 

○貸スペース等業務 

（１）フリースペース 

 ・利用団体 １２団体 

 ・利用人数 ５５人 

   ・利用件数 センター内フリースペース ９件 うち予約６件 

          団体向けパソコン     ３件 

    ・利用時間 １,５５８分(２５時間５８分) 

  （２）８階旧レストラン会議室 

    ・利用団体 １９団体  

・利用件数 １９件 うち予約１６件 

    ・利用時間 ３,７８８分(６３時間８分) 
 

【主な相談内容】 

（１）助成金関係 

① 活動終了の報告書の書き方について     ３団体 

② 助成金の申請について           １団体 

（２）ＮＰＯ法人について 

① 会計処理について             ２団体 

② 立ち上げについて             １団体 

③ ＮＰＯ法改正に伴う年度末の報告書について １団体 

④ 活動の縮小について            １団体 

⑤ 解散について               １団体 

（３）活動について 

① 活動内容の変更について          １団体 

② 活動のこれからの方向について       ２団体 

（４）その他 

① 野田市市民活動団体支援補助金について  

② 総合福祉会館の利用について 

③ パソコンの指導について 

④ 備品の倉庫について 

⑤ 個人のボランティアについて  
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（３） 平成２９年度市民活動支援センターの利用状況について 

② 市民活動支援センターの利用状況（平成２９年度） 

○相談等業務 

 相 談 訪 問 

件数 時間 件数 時間 

平成２８年度（１） １３６件 ６９時間 ６件 １０時間 

平成２９年度（２） １４６件 ９１時間 ４件   ５時間 

増減（２）－（１）   １０件 ２２時間 △２件 △５時間 
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○貸スペース等業務（フリースペース） 

 
団体数 利用人数 利用時間 

利用内容 

フリースペース パソコン  

平成２８年度（１） １９７団体 ７３３人 ３１７時間 １２６件 ９０件 

平成２９年度（２） １６４団体 ６３２人 ２７２時間 １００件 ７７件 

増減（２）－（１） △３３団体 △１０１人 △４５時間 △２６件 △１３件 

  

                   

 

○貸スペース等業務（８階旧レストラン会議室） 

 利用件数 利用時間 

平成２８年度（１） １１６件 ４００時間 

平成２９年度（２） ２２７件 ７６６時間 

増減（２）－（１） １１１件 ３６６時間 
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（４）第２回市民活動元気アップふぇすたの開催結果について    

事業名称  第２回市民活動元気アップふぇすた ～集まれ！！野田のなかまたち～ 

目   的 
① 市民活動団体の活動を多くの市民に知ってもらい市民活動の関心を広げる。 

② イベントを楽しみながら市民活動団体同士や市民との交流を図る。 

目標と成果  

目標：参加団体は 30団体程度を目標にして、参加者は約 800人 

成果：参加団体 31団体、東京理科大学よさこいソーラン部、協力:野田写真研究会 

・参加団体スタッフ、出演者、協力団体、ボランティア、運営協議会委員、 

市民生活部、市民生活課、市民活動支援センター 小計 302人、 

来場者 317人、合計 619人が参加し盛大に開催することができた。 

・団体の活動内容などを実演や展示などで紹介し、市民活動への関心を広げ

ることができた。また、団体同士や一般市民との交流も図られた。  

日   時 平成 30年 2月 12日（月・祝日）10時～15時 28分（11日は準備） 

会場と内容 

中央公民館及び総合福祉会館（別添パンフレットのとおり） 

１階 

講堂 
開会式、マジックワークショップ、 

ハーモニカ演奏など 12団体の舞台発表、閉会式 

ロビー 

17団体の団体紹介展示、市民活動支援センターの活動紹介展示 

リサイクルせっけん洗浄実験・アキオーズの団体紹介など５団

体の実演 

クラブ室 野田もの知り検定体験会 

会議室 
団体紹介ビデオ上映 

喫茶コーナー（交流コーナー）協力：つくしんぼ 

２階 

第１会議室 講演「認知症は改善出来る」介護相談会・交流会 

講座室 
家庭訪問型子育て支援ホームスタートの紹介・個別相談 

こども食堂の開催の案内、人力発電・断熱効果体験 

学習室 血管年齢測定＆食事相談、いのちを育てる畑の学校 

和 室 おはなし会、紙芝居・人形劇、野田かるた体験会 

各会場 

・スタンプラリー 

・チーバくん、野田の「のんちゃん」、やど助も応援 

・ボランティア：ＮＰＯ法人 野田子ども劇場  

ＮＰＯ法人 野田文化研究会  

    東京理科大学よさこいソーラン部 計 11人 

スタンプラリー 

アンケート 

参加者１６２組１９６人（参加者数に含む。） 

アンケートの分析結果は、資料（４）－２のとおり。 

実施体制 

・センターが主催し、参加団体と協働で企画した。 

・企画の骨格はセンターが作成し、具体的な内容は参加団体と協働で作成した。 

・開催前にフェスタスタッフ打合せ会議４回、参加団体打合せ会議を３回開催した。 

市民への案内 

・市ホームページ（12月） ・市民活動つうしん（１月 15日全戸配布） 

・ポスター(168枚)チラシ(3,140枚)（登録団体、公民館等の公共施設 12月～１月） 

・野田市報（２月１日号） ・まめメール（１月 29日） 

・ちいき新聞（野田版：２月２日）、野田ジャーナル（1/27、2/3、2/10） 



第2回市民活動元気アップふえすた

①翻あなたは？　回答数：163組　196人

　　　　　第29回運営協議会　資料（4）－2

アンケート分析結果（1／5）
　　　　　　　　　野田市市民活動支援センター

［アンケート総数163］

関係者が73組（448％）、一般来場者が71組（436）でほぼ同数。未回答が19組。

＠圏お住まいはどこですか？　回答数 163組　196人

　中塁一3　鶴奉、－2　次木　羅灘膿灘襲1

　中曳灘a太子堂地区懸灘灘灘ヱ
　　　ト　隠審灘雛羅灘翻灘灘z
　瀬永灘騒鑛羅醸鑛灘聯難灘難羅舞識懸灘繊難灘難魏灘灘翻6

　桜溶＝〉
　織町購灘鍵鑛灘灘灘灘灘
木閤ヶ頴灘繊雛灘灘灘鐡3

　1綱．臓灘灘羅羅灘灘灘鑛難講3

　上職輪灘灘鑛難一4　捻導灘灘灘灘灘灘｝2

　罵鯖台一1
　鰯誉翻鑛灘馨購義羅灘一s
　麟顯灘一2　メ澱i＝a
　禄郷灘講灘灘灘灘羅一9
　灘霧一轍2

白　　　　　1　　　　　？，　　　　3　　　　　零 5　　　　6　　　　？

素記入

　紛↓
　§藩

　d溺
　書自沢

　鐘吹
　営綺

みず察

　鰯
　二ぽ
　二川

　福ee
勲治町
　羽籔　

　凝井
　野田
　籍部

〈9みき

捻光台

中欝蓋

　領艮

　　〔〕　　　　？　　　　d　　　　5　　　　B　　　　3．fi　　　．12　　　±尋　　　憩

中根が一番多く、，寸2人’欠いて宮崎が10人野田とt9崎がg織浦内各所かtt”来場g

ほ熾ど肺内蹄が2人齢燃流山，翻甑柏が低無蘇が杁6“8人bts外施細。

8



第2回市民活動元気アップふえ亨た アンケート分析結果（2／5）
　　　　　　　　　　野田市市民活動支援センター

③醗何歳ですか？　翻答数：f63組　196人

　　8Cl歳代

　　烈歳代

　　鱒衛℃

　　誇歳賛

　　舶歳代

　　灘歳代

　　2Q歳汁

　大学淀等

　　凝裳烏

　　⑳学生
メ｝～学逆

小学巡　米澤

鯵 鵠 2P 鍋 ㎏o 顕 融

④麟「第2回市民活動元気アップふえすた」をどこでお知りになりましたか？　回答数：171件（重複回答有）

・麺蹴鱒喋蜘駿入（3QA％〉と噌多ぐ鵬畷蹟緬49人ぽ蹴朽シ畑人銀7蹴
・・市民活動つうしんが10人、ボスタ・・…が9人、磯：コミ誌8人くホームページが7’入でフEイスブヅクが2し入と

二融ない9／　　　｛　　　’　∵ttt、　1”ttt　　＼、

9



　　　　　　　　第2回市民活動元気アップふえすた　アンケート分析結果　（3／5）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田市市民活動支援センター

⑤閉学した会場又は内容はどちらですか？酪数・529件（重複回答有）

鱒賢嘩勲り麟職会が鱗人く蟻輸とr醸驚次騰鱒発表が肇紬鯛搬姦曝瞬が購療

ぼ膿纏｛膿驚篶饗゜繋鰹轡轡惣欝醗鶴：；誇
⑤麟に印象臓った団体又は内容がありますか？酪数・163人

渇塑9叡（飽蹴蹴なしが鰍（8・6°／・）遠礁じ煕醸興鍋或．　‘　　・
魂予田ものしり検瀧体験会とよさこい甘・…クル醤が12：人で⊆番多くぷ人力発電体験8溝マジ逗クシヨ締ぶ

／o



碁

第2回市民活動元気アップふえすた　アンケート分析結果　（4／5）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田市市民活動支援センター

＠灘お住まいの地域で何か活動（自治会ボうンティア、その他市民活動等）をしていますか亨回答数：163人

編灘■羅■■■瀞，　　’醐繍鱒躍■羅■■翻霧

：慧紘剛蝋■■羅■羅■麟

　　　　　　竃　　　　　　　　　　　鱒　　　　　　　　　　　3騰

＼、

麟號づ鵬懸羅懇

　　謙齢
盤 鱒 鱒 鱒 囎

・活動しているが60人（368％）、していないが64人（393％）、記入なしが39人（239％）。
・ 活動内容は、その他市民活勤が34人と一番多く、次いでボうンティアが14人s自治会が4人。（重複回答有）

⑧騒「第2回市民活動元気アップふえすた」に対する感想・ご意見・ご希望　回答数：50件

　　1．楽しかった。

　2．おもしろかった。

　3．楽しかった。

4。

5．

6。

7。

8．

9．

楽しかったです。

楽しい。

いろんな発表などを観られて楽しかったです。

刺激になり、能活に良い。

初めてきました。次回も来たいです6紙芝居、人形劇よかったです。せっけん販売してほしい。

楽しかった。

10．楽しかった。

11．楽しい。

12一前回より活気があったと思います。仲間がいるとまた楽しさUPですね。

13．たくさんの方が見えて楽しかったです。

14．いろいろな活動がみられてとても良かったです。

15．楽しかったです。

S6．野田市の皆様方のご活躍によって野田市が発展すること希望。

17．楽しかったです。

18．とても良いと思いました。

19．とても良い活動と思いました。

20．楽しかった。

21、多くの団体があるのにびっくりした。

22．感動しました。ありがとうございました。感謝。お礼の言葉に代えさせていただきます。

23．楽しかった。

24．スタンプラリー楽しかったです。チーバくんも来てました。

25．前回も来ました。ず一っと続くように願っています。

26．非常に親切にして貰った。

27．昨年も来ましたが楽しみにしています。

28．血管年齢の測定とても参考になった。

29．2年連続70点だったので勉強し直します。
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　　　　　　　第2回市民活動元気アップふえすた　アンケート分析結果　（5／5）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田市市民活動支援センター

30．また来ます。

31．これからも来ます。

32．楽しかった。楽しかった。

33．楽しかった。

34．いろいろな団体が集まってやるのは良いことだと思う。

35．内容がよくわかる展示でした。

36。来年も楽しみにしています。

37．とても楽しかったです。第3回も期待しています。

38．翼況放送なども取り入れていただき大変盛況だと思い謹した。どんどん新しいことを試していければ益叔発展

　　していけるのではないでしょうか。皆様の日頃の活動に敬意を表します。

39．楽しかった。

40．活動団体ビデオ紹介が良かった。一休みしながら各団体活動が理解できた。

41．多くの参加団体が集まりよかったと思います。

42．スタンプラリーなどいろいろな団体が見れて良かったです。

43．スタンプうリーが楽しかった。

44．早く来てすいていました。

45。特になし。

46．あまりよくわからなかった。

47．血管年齢、もう少し台数を増やしてほしい。

48．昼食時お客さんが減るので飲食ブースがあるといいかと。

49．　一般の人の入場がもう少し多いと良いと思う。団体としてもPR不足でした。

5（戊とても混雑していて、小さな子供連れには少し歩きにくかったです。

（意晃の概要）

・「楽しかったです。」、「前回よりも活気があったと思います。」，、「スタンプラリーが楽しかったで宣。」、

　「活動団体紹介ビデオが良かった。」「第3回も期待しています。」などの好印象の意見が多かった

・ 噛管年齢、もう少し台数を増やしてほしい。」「一般の人の入場がもう少し多いと良いと居う　」、「とても

混雑していて、小さな子供連れには少し歩きにくかったてす。」などの意見もあった。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第29回運営協議会資料（5）－1

（5）平成29年度市民活動支援センターの事業実施報告について

　1　市民活動支援センター運営協議会　　　　　　場所：8階旧レストラン会議室

第25回 第26回
実施日 平成29年4月20日（木） 平成29年7月25日（火）

時　間 午後2時～3時10分 午後2時～3時

議　題 ・ 平成29年度市民活動支援センター登録 ・ 市民活動支援センター登録状況について

状況について ・ 市民活動支援センター利用状況について

・平成28年度市民活動支援センター利用 ・ ミニ学習会及び県出前講座について

状況について ・市民活動支援センターの運営体制につい

・第1回市民活動元気アップふえすたの開 て

催結果について ・ 第2回市民活動元気アップふえすた企画

・ 平成29年度市民活動支援センター事業 案について

実施計画について ・野田市市民活動団体支援補助金について

・市民活動つうしん第13号の発行につい

て

・ 野田市市民活動団体支援補助金について

出席者 ・ 武智会長ほか6委員　計7人 ・ 武智会長ほか4委員　　計　5人
・ 今村副市長ほか8人　計9人 ・ 今村副市長ほか10人　計11人

第27回 第28回
実施日 平成29年11月17日（金） 平成30年1月30日（火）

時　間 午後2時～3時15分 午後2時～3時5分

議　題 ・ 市民活動支援センター登録状況について ・ 市民活動支援センター登録状況について

・ 市民活動支援センター利用状況について ・ 市民活動支援センター利用状況について

・ ミニ学習会及び市民活動団体マネジメン ・ ミニ学習会について

ト講座について ・ 第2回市民活動元気アップふえすたにつ

・ 野田夏まつり躍り七夕について いて

・ 第2回市民活動元気アップふえすたにつ

いて

・ 市民活動支援センター運営協議会委員の

改選について

・ 平成30年度事業実施計画（案）につい

て

・ 平成30年度野田市市民活動団体支援補

助金について

出席者 ・ 武智会長ほか6委員　　　　計7人 ・ 武智会長ほか7委員　計8人
・ 岡田市民生活部長ほか7人　計8人 ・ 今村副市長ほか8人　計9人

13
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第29回運営協議会資料（5）－2

（5）平成29年度市民活動支援センターの事業実施報告について

　2　ミニ学習会及び県出前講座　　　　場所　ミニ学習会：センターフリースペース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県出前講座：8階旧レストラン会議室

ミニ学習会第1回 ミニ学習会第2回

講座名 助成金基礎講座（1） 助成金基礎講座（2）

実施日 平成29年5月1日（月） 平成29年6月21日（水）

実施時間 午前10時～12時 午前10時～12時

内　容 ・ 自己紹介（団体の活動内容と申請し

たい事業について）

・ 助成金の申請から報告までの基礎知

識の再確認　・助成金の紹介

・ 助成金の申請等の個別相談

・自己紹介（団体の活動内容と申請し

たい事業について）

・ 助成金の申請から報告までの基礎知

識の再確認　・助成金の紹介

・ 助成金の申請等の個別相談

参加者 14団体・23名 7団体・10名

ミニ学習会第3回 ミニ学習会第4回

講座名 パソコン連続3回講座 助成金基礎講座（3）

実施日 平成29年10月3・10・17日（火） 平成29年10月13日（金）

実施時間 午前9時30分～12時 午前10時～12時

内　容 ・ 目指そう！ワンランク上の“チラシ”

づくり

・ 参加者ひとり一人のレベルに合わせ

た個別指導によるWordの基礎か

ら実用的なチラシ作成の裏技

・ 自己紹介（団体の活動内容と申請し

たい事業について）

・ 助成金の申請から報告までの基礎知

識の再確認　・助成金の紹介

・ 助成金の申請等の個別相談

参加団体 9団体・延べ26名 7団体・13名

E

E

ミニ学習会第5回 県出前講座

講座名 助成金基礎講座（4） 改正NPO法講座
実施日 平成30年1月17日（水） 平成29年5月10日（水）

実施時間 午前10時～12時30分 午後2時～3時12分

内　容 ・ 自己紹介（団体の活動内容と申請し

たい事業について）

・ 平成30年度の助成金の紹介

・ 平成30年度野田市市民活動団体支援

補助金について

・報告書の作成について・・個別相談

講師：千葉県県民生活・文化課

　　　NPO班　主事　今関平氏
・ NPO法の改正について（H28．6改正）

・ 貸借対照表の公告に係る定款記載例

・ 内閣府NPO法人ポータルサイト

・平成24年4月の法改正について

参加者 8団体・10名 15団体・19名
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第２９回運営協議会 資料（５）－３ 

１５ 

 

（５） 平成２９年度市民活動支援センターの事業実施報告について 

  ３ 市民活動つうしん 

 第１３号 第１４号 

発行日 平成 29年 5月 15日（月） 平成 29年 9月 15日（金） 

配布方法等 自治会班回覧 Ａ３・両面 自治会班回覧 Ａ３・両面 

１面 

第1回市民活動元気アップふぇすた開催結果 

・ふろしきワークショップ 

・舞台発表 

県出前講座・ミニ学習会報告 

・改正 NPO法をわかりやすく 

・助成金基礎講座（１）（２） 

２面 

第1回市民活動元気アップふぇすた開催結果 

・展示・実演コーナー ・キッズコーナー 

・体験・相談コーナー ・会場環境 

・参加団体一覧  

登録団体訪問記 

・よさこいソーラン野田白龍会 

・スマイリシェル 

・未来のまちづくり協議会 

３面 

登録団体紹介 

・ＮＰＯ法人子育てネットワークゆっくっく 

イベント情報 

・６団体 

イベント情報 

・９団体  

・団体イベント情報募集 

４面 

けいじばん 

・第２回元気アップふぇすた参加団体募集 

・助成金情報 

・２９年度行事予定 

・コーディネーター紹介(嶋田ＣＮ） 

けいじばん 

・第２回元気アップふぇすた案内 

・各種講座のお知らせ 

・助成金情報 

・ニューフェイス紹介（上符事務員） 

 

 第１５号 第１６号 

発行日 平成 29年 11月 15日（水） 平成 30年 1月 15日（月） 

配布方法等 登録団体 Ａ４・両面 全戸配布 Ａ４・両面 

１面 第２回市民活動元気アップふぇすた開催 

躍る夏！野田のよさこい大集結 

野田市市民活動団体支援補助金交付決定 

第２回市民活動元気アップふぇすた案内 

・開催概要 

２面 

ミニ学習会実施報告 

・パソコン講座・助成金基礎講座 

けいじばん 

・助成金ミニ学習会 

・公募委員募集 

第２回市民活動元気アップふぇすた案内 

・プログラム 

 



第29回運営協議会資料（6）－1

（6）8階旧レストラン会議室の使用方法について

　部灘日レストラン会議室の厨房を使用した市民活動団体の活動が可能となるように8

階糟レストラン会議室使用要領の一部を次のとおり改正いたしました。

8階類レストラン会議室使用要領の一部改正の新煽対照表（下線の部分は改正部分）

改　正　案

（使網時間）

2　会議室の使用時間は、午前9時3⑪分から

午後フ時3⑪分までとする。ただし、硝長が特

に必要と認めるときはこの限りでない。

（使用者の義務）

9　会議室の使用の準備は、全て使用者が行わ

なければならない。

②会議室においては室内の汚損、また設備・

備品等の破損のないよう留意して利用する

ものとする。また、使用時は、鵜厨房への立

入りを禁止するものとする。ただし、市長が

特に必要と認めるときはこの鰻りでない。

（使用の制限）

盤　物晶の販売、企業活動の使用及びその他営

　利的活動での使用はできないものとするeた

だし、物品の販売については、衛長が精に必

要と認めるときはこの隈りでない。

②政治的活動（政党の使用も含む）、宗教的

活動、又は行政に対し妨げとなる活勤を目的

とした場合は使用できないものとする。

③やむを得ない水分補給を除き、室内での飲

食はできないものとする。ただし、帯長が特

に必要と認めるときはこの限りでない。

（その他）

』2　空調設備は、月曜日から金曜日及び日曜日

　は運転を行うが、土曜日及び祝日は行わない

　ものとする。なお、運転時間は、午前8時

　3⑪分から午後5時15分（最大7時）までと

　する。

　ただし、市長が特に必要と認めるときはこの

限りでない。

附　劉

（施行期9）

1　この要領は、平成30年4月11ヨから施行
する。

現 行

（使用時間）

2　会議室の使用時間は、午前8時30分から

午後フ時3◎分までとする。

（使用者の義務）

8　会議室の使用の準備は、全て使用者が行わ

なければならない。

②会議室においては室内の汚損、また設備・

備晶等の破損のないよう留意して利用する

ものとする。また、使用時は、摺厨房への立

入りを禁止するものとする。

（使用の制限）

9　物品の販売、企業活動の使用及びその他営

利的活動での使用はできません。

②政治的活動（政党の使用も含む）、宗教的

活動、又は行政に対し妨げとなる活動を目的

とした場合は使用できません。

③やむを得ない水分補給を除き、室内での飲

食はできません。

（その他）

11空調設備は、月曜日から金曜日及び日曜日

は運転を行うが、土曜日及び祝日は行わない

ものとする。なお、運転時間は、午前8時

30分から午後5時15分（最大7時）までと
する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営協議会　資料（6）一一　2

　　　　　　　　　　　　　8階旧レストラン会議室使用要領

（目的）

1　この要領は、市役所8階レストランの閉店に伴い、当面会議室として利用する8階旧レス

　トラン会議室（以下「会議室」という。）の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

（使用時間）

2　会議室の使用時間は、午前8時30分から午後7時30分までとする。ただし、市長が特

に必要と認めるときはこの限りでない。

（使用できる日）

3　会議室は、12月29日から翌年の1．月3日まで及び定期清掃等による作業日以外は使用で

　きるものとする。

（使用資格）

4　会議室を使用できる者は、市民活動支援センターに登録した特定非営利活動法人、ボラン

ティア団体その他広くまちづくりを行う市民団体とし、個人の使用はできないものとする。

（使用の手続）

5　会議室を使用しようとする者は、8階旧レストラン会議室使用申請書（別記第1号様式）

　を偶数月の1日（1日が閉庁日に当たるときは、翌業務目）に市長に提出しなければならな

い。申請できる期間は、下表のとおり2か月後及び3か月後の2か月分とする。なお、受付

時間は午前9時から午後4時までとする。

　ただし、偶数月の1日以降も予約に空きがある場合には、随時使用日の当日（平日開庁日

　に限る。）の午後4時までに申請することができるものとする。

使用月 申込月 使用月 申込月 使用月 申込月

4月、5月分 2月 8月、9月分 6月 12月、1月分 10月

6．月、7月分 4月 10月、11月分 8月 2月、3月分 12月

②市長は、申請書を受理したときは使用の可否を決定し、使用を許可した場合は、速やかに

　8階旧レストラン会議室使用許可書（別記第1号様式）を申込者に交付するものとする。

（使用の順序）

6　会議室の使用の許可は、申込の順による。ただし、申込が同時の時は、協議により定める

　ものとするが、協議が整わない場合は、くじ引きとする。

（会議室の種類）

7　会議室は、会議室1及び会議室2の2か所とし、同時に両方を使用することもできる。

（使用者の義務）

8　会議室の使用の準備は、全て使用者が行わなければならない。

②会議室においては室内の汚損、また設備・備品等の破損のないよう留意して利用するもの

とする。また、使用時は、旧厨房への立入りを禁止するものとする。ただし、市長が特に必

要と認めるときはこの限りでない。

（鍵の受け渡し等）

9　会議室を使用する者は、使用の当日に市民生活課（閉庁日及び開庁日の午後5時15分以

降は守衛室）で専用の鍵を受領した上、会議室専用扉から出入りするものとする。

　　なお、自動ドアも使用可能とする。
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運営協議会　資料（6）－2

　②退去時には、必ず室内の状況を原状復帰した上清掃し、当日中に鍵を市民生活課（閉庁日

　及び開庁日の午後5時15分以降は守衛室）に返却するものとする。

（使用の制限）

10物品の販売、企業活動の使用及びその他営利的活動での使用はできないものとする。ただ

　し、物品の販売については、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

②政治的活動（政党の使用も含む）、宗教的活動、又は行政に対し妨げとなる活動を目的と

　した場合は使用できないものとする。

③やむを得ない水分補給を除き、室内での飲食はできないものとする。ただし、市長が特に

必要と認めるときはこの限りではない。

11次の場合は、使用許可の取り消し、または許可をしないことができる。

　（1）野田市庁舎管理規則及びこの要領に定められた事項が守られないとき。

　（2）不正な手段によって使用の許可を受けたとき。

　（3）その他使用許可の取り消しまたは停止が必要と認めるとき。

（その他）

12空調設備は、月曜日から金曜日及び日曜日は運転を行うが、土曜日及び祝日は行わないも

　のとする。なお、運転時間は、午前8時30分から午後5時15分（最大7時）までとする。

ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

　　附　則

（施行期日）

1　この要領は、平成28年8月1日から施行する。
（経過措置）

2　平成28年10．月、ll．月分の会議室を使用する者は、周知期間を考慮し、8階旧レストラ

　ン会議室使用申請書を8．月17日に市長に提出しなければならない。

附　則

（施行期日）

1　この要領は、平成30年4月1日から施行する。
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3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考 担当

第２９回26日 第３０回 第３１回 第３２回 ・運営協議会委員 センター長

№ 事業項目 対象等

①
市民活動元気
アップふぇすた

・登録活動団体
　３０団体程度　　　
　　　　･子育て層
の参加

５/中旬
ふぇすたスタッ
フ募集

打合せ⇒随時

6/下旬
参加団体募集
の通知発送

8/下旬
参加団体決定

第1回　　　　
打合せ会

第2回　　　　
打合せ会

・ポスター
　チラシ原稿
　作成
・印刷発注

・ポスター
　チラシ配布
・パンフレット
・団体紹介チラシ　
　原稿作成

・パンフレット
・団体紹介チラシ　
　印刷
第３回　　　　　　
打合せ会

2/10(日)開催
・パンフレット
・団体紹介チラシ
配布
　　9日準備

第４回
まとめ･報告

・１/１５市民活動つうしん掲載
・ホームページ掲載
・２/１市報掲載
・ポスター・チラシ作成
・パンフレット作成
・団体紹介チラシ作成

センター長
向佐支援補助員

全CN

②

ミニ学習会①　　　 
「助成金基礎講座」
　　(1)～（４）
・野田市市民活動団体
　支援補助金

登録団体
NPO法人

テーマ
開催日決定

団体へチラ
シの発送

助成金基礎
講座（１）
５/８開催

助成金基礎
講座（２）
６/20開催

助成金基礎
講座（３）
10/上旬

助成金基礎
講座（４）
１/下旬

・ホームページ掲載
・登録団体、ＮＰＯ法人通知

荒井CN
嶋田CN

③

ミニ学習会②
「パソコン講座」
・初心者連続３回講座

・初級連続３回講座

登録団体

３/下旬
テーマ
開催日決定

４/中旬
団体へチラ
シの発送

初心者講座
　５/下旬
　～６/下旬

７/中旬
テーマ
開催日決定

９/中旬
団体へチラ
シの発送

 初級講座
　10/上旬
　　　～下旬

・ホームページ掲載
・登録団体通知

辻󠄀CN
(嶋田CN)

④
県出前講座

登録団体
NPO法人

５/下旬
テーマ・開催
日決定
⇒県に依頼

６/中旬
講師との調整

チラシ作成
団体へチラ
シの発送

７/下旬開催 ・ホームページ掲載
・登録団体、ＮＰＯ法人通知

嶋田CN
（荒井CN)

⑤

活動支援相談(変更)
・助成金
・パソコン
・新規立ち上げ

登録団体
登録希望団体

相談日を設
けないで随

時
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

・ホームページ掲載
・つうしん掲載

荒井CN
嶋田CN
辻　CN

⑥
市民活動つうしん
　第１７～２０号

A3
自治会班回覧
A4
全戸配布

３/上旬
レイアウト決定

３/下旬
原稿案作成

４/下旬
原稿決定

4/末
印刷・梱包

つうしん
第１７号
５/15発行
自治会班回覧

7/下旬
原稿案作成

8/中旬
原稿決定
8/末～9/上旬

印刷・梱包

つうしん
第１８号
9/15発行
自治会班回覧

１０/中旬
原稿決定

１０/末
印刷・梱包

つうしん
第１９号

１１/15発行
登録団体

12/中旬
原稿決定

12/末
印刷・梱包

つうしん
第２０号
１/15発行
全戸配布

・元気アップふぇすた
・登録団体訪問記
・イベントじょうほう
・ミニ学習会等案内

編集
辻CN

担当
全CN

⑦
野田夏まつり躍り七
夕(新規）

登録団体
参加団体
募集・打合せ

随時
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

８/上旬
・よさこいソーランの活動団体

荒井CN
(辻󠄀CN)

⑧

野田市市民活動団体
支援補助金説明会
（市民生活課・市民
活動支援センター）

登録団体

助成金基礎
講座（１）
５/８開催
（再掲）

助成金基礎
講座（２）
６/２０開催
(再掲）

１０/上旬
チラシ作成
団体へチラ
シの発送

募集要項説明会
１１/上旬

申請書の書き方
説明会
１１/下旬

応募期間
　11月1日～ 1月31日 プレゼン

採用・不採用
決定

・ホームページ掲載
・登録団体、ＮＰＯ法人通知

荒井CN
嶋田CN

⑨
センター登録
市ホームページ団体紹介
登録団体紹介冊子作成

登録団体

2月Ｈ30年度更
新申請書送付、
随時、システム
入力作業

登録決定通
知発送
４/上旬

5/15
HPアップ

順次
更新作業→

冊子原稿案作
成

冊子原稿決
定・印刷

10月上旬
冊子発行 Ｈ3１年度更新

申請書送付

・H30年度登録決定
・Ｈ31年度更新申請書送付
・登録団体の紹介
・市民活動支援センターの案内

向佐支援補助員
(センター長）

⑩
センター事業への登録団
体関与度調査
・平成29年度からの継続
事業

登録団体
登録団体関与
度調査の集
計・分析

⇒ ⇒ ⇒ 結果報告
・センター事業への関与度調査
・センター事業への反映

センター長
荒井CN

⑪ 登録団体アンケート 登録団体
アンケート項
目作成

アンケートの
印刷

アンケートの
依頼

提出期限
６/末日

アンケートの
集計・分析

⇒ ⇒ 結果報告
・センター登録団体へのアンケート
・センター事業への反映

嶋田CN

第29回運営協議会資料（7）

月

◎運営協議会開催

(7)平成30年度市民活動支援センターの事業実施計画について

   19



 第 29回運営協議会 資料（８） 

２０ 
 

（８）「第３回市民活動元気アップふぇすた」企画書案について 

 

事業名称  第３回市民活動元気アップふぇすた ～○○○○○～※サブタイトルは参加団体と決定 

目   的 
① 市民活動団体の活動を多くの市民に知ってもらい市民活動への関心を広げる。 

② イベントを楽しみながら市民活動団体同士や市民との交流を図る。 

目   標 参加団体は 30団体程度、参加者は約 800人を目標とする。 

対 象 者 登録団体・市民 

日   時 平成 31年 2月 10日（日）10時 00分～15時 30分（９日は準備） 

  ☆具体的な会場配置・内容・時間については参加団体と協働で作成 

☆会  場 

中央公民館 
１階 講堂・会議室・児童室・ロビー・クラブ室 

２階 講座室・和室・学習室・調理実習室 

総合福祉会館 

２階 第１会議室 

３階 
第２会議室・第３会議室・ロビー・相談室１ 

市民活動支援センター室 

☆内  容 

団体の活動紹介と参加者も実践できるワークショップ 

各会場でのパネル展示や実演等による団体の活動紹介、各種相談等 

講堂での演奏・踊り・パフォーマンス等 

交流のための喫茶コーナー、チーバくんなどのキャラクターとの写真撮影等 

実施体制 

・市民活動支援センターが主催し、参加団体と協働で企画・実施する。 

・企画の骨格はセンターが作成し、 

具体的な内容は、ふぇすたスタッフと参加団体と協働で作成する。 

スケジュール 

・５月中旬～      企画から参加の「ふぇすたスタッフ」を募集 

            随時打合せを実施、企画案作成 

・６月下旬        参加団体を募集 

・９月上旬       参加団体の決定 

・９月下旬～１月下旬 参加団体との打合せ会議（３回程度） 

・２月 ９日(土)    会場準備（センター・参加団体等） 

・２月１０日(日)      第３回元気アップふぇすた開催 



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018．5．15

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第聰騨髄嚢発気nt　ig79ikgre籍
今年も「集まれ！！野田の仲間たち」をキャッチフレーズに、

野田市市民活動支援センター登録の31の市民活動団体が、日頃

の活動の紹介や、市民の皆さんの「地域活動を始めるきっかけづ

くり」を提案する交流イベント瓜去る2月12日に中央公民館

と総合福祉会館で開催されました。

　講堂にて10時からの開会式が終わると、マジックワークショ

ップが始まり、同時に各階のプログラムカqタートしました。

　今年度は各団体が事前に約3分間の団体紹介ビデオを撮影し、

喫茶コーナーでエンドレスに流したり、アキオーズゆうせんラジ

オによる団体紹介を行ったりと新たな試みも好評で、参加団体と

来場者の交流を深めること力陀きました。

★朝早くからたくさんの市民の方力惨加して開会式が行われ、

チーバくんたちも盛り上1ず（くれました。

i

★今年度の特別企画は「今日からマジシャン！」と題した

1時間半のマジックワークショップです。参加した小学生から

大人まで100名ほどの皆さんは講師の先生のお手本を見なカs

らハンカチやコインを使ったマジックに夢中の様子。

「楽しかった！」「家族や友達に披露するのが楽しみです」

などの感想、も多く聞かれました。

★参加団体により、ハーモニ力演奏、よさこいソーラン、フラダンス、障がい者が困っている擬似体験、

沖縄工イサー、クラリネット演奏黒田節、舞踊体操、マジックの演目を、多数の観客の前で披露しました。

（瀕摘力魎ってい磁渉



★1階ロビーの展示・実演コーナーでは、参加17団体力唱頃の活動をパネル展示で
紹介するコーナーや、バルーンアート、リサイクルせっけん洗浄実験、国際交流協会

の活動、お顔のトリートメント、フェイスブックによる団体紹介の実演｝で来場者の関

心を集めました。

Ω冷

★2階和室1＆人形劇・紙芝居、おはなし会、野田かるたと盛だくさんのメニューをそろえ

訪れた子どもたちの笑顔でいっぱいになりました。

第2回市民活動元気アップふえすた参加団　一 31s　　五十音il

・ アキオーズゆうぜんラジオな力粉だい439
・ Earth　as　Mother　F葉
・ アスナロ農園
・ 唄と踊りとお話と直寿会
・ NPO法人子育てネットワークゆっくっく
・ NPO法人　スマイリシエル
・ NPO法人せっけんの街野田地区
・ NPO法人　日本綜合医学会　干葉支部
・ NPO法人野田子ども劇場
・ NPO法人　野田文化研究会
・ NPO法人　野田レクリエーション協会
・ 演芸出前「仕出し屋1
・ 尾崎・子供を守る会
・ おはなしグループ「ゆう」

・ 介護・認知症の家族と歩む会・野田
・ 傾聴ボランティアダンボ
・ 子どもの未来ネットワーク野田
・ 生涯学習ボランティア　ほのぼの会

・ 天空
・ 野田工コライフ推進の会
・ 野田市国際交流協会
・ 野田市手をつなぐ親の会
・ 野田マジッククラブ
・ 野田もの知り検定企画実行委員会
・ 雲雀ハーモニカクラプ
・ ぴゅあメイクセラピー
・ ふろしき研究会　野田
・ むらさきの里野田ガイドの会
・ よさこいサークル昔（つぼみ）
・ よさこいソーラン野田白龍会
・ Le　i・Pkake（レイ・ピカケ）

※協　　力：つくしんぽ・野田写真研究会
※ボランティア：東京理科大学よさこいソーラン部

　　　　　　：NPO法人野田子ども劇場
　　　　　　：NPO法人野田文化研究会



令令嬉〉ξ夢舌失0らせ令寧・令
　　　　　助成金ミニ学習会

　助成金は市民活動団体の重要な資金源の一つです。

この講座では「助成金とはなにかの基本」や「助成金

獲得に向けての効果的な右法」等を学習します。

助成金の活用を考えている団体はぜひご参加下さい。

睡〔亘：第2回目6月20日（水）10：00～12：00
匿］司：市民活動支援センター室フリースペース

囲：～助成金基礎講座（1）②～

　　　　・平成30年度の助成金の申請に向けて

　　　　　　　　　　助成金の紹介と申請準備

　　　　・野田市市民活動支援補助金の紹介

嚇：第3回目助成金基礎講座　　　10月上旬

　　　　第4回目　報告書の書き方　　31年1月下旬

　※申込は市民活動支援センターまで連絡下さい。・

　※平成31年度の市民活動団体支援補助金の申請に向けた

　学習もしっかりやっていく予定ですので、ご参加下さい。

　　野田市市民活動団俸刻爵補助金

　野田市市民活動団体支援補助金は、平成29年度

から創設された市民活動団体への支援で、対象は野田

市市民活動支援センターに登録している団体です。

採択された団体は次のとおりです。

〈組織基盤強化支援（設立5年未満〉

　平成29年度・野田ガーデニングクラブ

　　　　　　・野田もの知り検定企画実行委員会

　平成30年度・学習支援ボランティア

〈事業発展支援（設立5年以上）〉

　平成29年度・むぎの会

　　　　　　・野田市中途失聴者・難聴者の集い

　　　　　　　　「みみずくの会」

　　　　　　・尾崎・子供を守る会

　　　　　　・唄と踊りとお話と　直寿会

　　　　　　・野田のてんとう虫を守る会

　平成30年度・NPO法人学区安全サポートクラブ

＊第ξ刻回＿野田s2，ジ以ク，クラフ璽琵嚢蒙 ＊（公財）日本レクリエーション協会公認

【亘：昼：5月20日（日）開場13：00開演13：30 レ2リエ：シ翌孤励を堂讃習会＿隻£ユ2｛或＿

匿：遜：樫のホール3階小ホール 恒二週：5月20日（日）～12月23日（祝・日）

魎・網（曲席）　　　べ・
匡：遷：野田マジッククラブ　　　　　苧書令

魎脚1

垣：囲：野田市総合福祉会館他

⑳：→舌納入の場合380α〕円（会費・教材・保険料含む）

匡：運：NPO法人野田レクリエーション協会

囲：C白⊂｝7822－8512（事務局渡邉）

　　　e－ma‖　noda－rec＠li∨ejp

＊．＿第ヱ厘1まめ2．⊆2エス，乏工∠型レ

厘：郵：7月16日（月・祝）1000～13：00

慧禰読㌘㌘㌘L多K匿：詞：岩木」学校・体育館＆校庭匿亟薗：500円／人小学生30人（｛蜘ま保護者同伴）

匡：瑠：まめっこフェスティバル実行委員会 匡：露：NPO法人野田子ども劇場

魎：04－7123－7818（野田公民館） 魎：04－7124－8419（水・金）

＊叉ジ1ツ2シヨニ［酬、Ωやぬ口り弍ん」＿ ＊学習支援「ひまわり学習会」説明会
騒；鮮＝3°°薯・匡：璽：NPO法人子育てネットワークゆっくっく匡垂≡亘1：04－7129－8089

魎：学習環境に恵まれない子ども達・保護者

厘：週：毎月第2土曜日　1600～1640

嗣：野田公舗鵬室匡：固：学習支援ボランティア

魎：04－7129－2438（佐々木）

※熱意と自信を有するボランティア講師も求めています。

次回発行の肺民活動つうしん」1こ掲載する「イベント情報」を募集しています。

◇イベント開催：平成30年10月から平成3f年1月まで
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助成金情報
018年度子どもゆめ基金　第：次

・ 内　　容：子どもの体験活動、読書活動

・ 募集締切：6月5日（火）　当日消印有効

・ 活動期間：10月1日～30年3月31日
・問合せ先：子どもゆめ基金助成課（01　20－579C81）

みずほ教育福祖　・

・ 内　　容：老後を豊かにするKラ万イア活動資金助成事業

・ 募集締切：5月25日（金）

・ 助成内容：主に活動に必要な備品など

・ 対象団体：比較的小規模なボランティア団体

　　　　　法人格（NPO法人など）は対象外

・ 間合せ先：みずほ教育福祉財団（03－3596－4532）

同生命厚生事業・

・ 内　　容：シニアボランティア活動助成

・ 募集締切：5月25日（金）当日消印有効

・ 助成対象：60歳L＞，U：が80％以上のボランティア

　　　　　グループ（NPO法人を含む）

上記の助成金の詳細については、市民活動支援センターへ

お問い合わせ下さい。

～～～
支援センタ≒新7ζン，¶一紹介～～～

　「第3回市民活動元気ブ¶プふえ写た」

　　　　　参力嘔琳募集◎窃知らせ

　今年度も市民活動団体の活動を多くの市民の皆さんに知って

いただくとともに、団体同士の交流を図るビッグイベントを開催

します。登録団体の皆さん、ぜひご参加・ご協力下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N
企画から参画する「ふえすたスタッフ」も募集しています。

　申込先下記の市民活動支援センターまで

《韓30年度②行事吊定》

9月　機閲紙「市民活動つうしん」第18号発行

10月ミニ学習会「パソコ）㈲級講座1　　　　乞：き

　　〃　ミニ学習会「助成金基礎講座（3）」　　○鳩

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sc　〃　登録団体紹介冊子発行

11月機関紙「市民活動っうしん」第19号発行

　〃　野田市市民活動団体支援補助金説明会

t月　機関紙「市民活動つうしん」第20号発行

　　〃　ミニ学習会「助成金基礎講座（4）」

2月12H　「第3回市民活動元気アップふえすた」

※講座内容を変更する場合がありますのでご了承下さい

『’

；　　　　　　一編集・発行ご

1　　　　野田市市民活動支援センター
i

i　　〒278＜O（）03野田市鶴奉5－1総合裕虻会館3階
l
　　TEL　O4－7197－G　543／FA×04－7197二1643i

i　　　Mal：nodaSiminkatucb＠bzO4．pla］己orJp
i
K

養

ll

ll

i

1

●

ノ
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２１ 

 

（１０）野田市市民活動団体支援補助金について 
 

野田市市民活動団体支援補助金については、組織基盤強化支援の補助につい

ては継続２年目の申請が２団体、新規申請については４団体（うち１団体につ

いては、プレゼン後辞退）、事業発展支援の補助については１団体の申請があ

りました。 

 平成 30年２月 28日（水）に開催した野田市市民活動団体支援補助金審査会

での審査の結果、以下の団体が平成 30年度の補助対象団体として採択されま

した。 

 

 

平成 30年度野田市市民活動団体支援補助金交付決定団体 

■組織基盤強化支援（設立５年未満の団体が対象） 

交付決定団体 取組内容 交付決定額 

野田ガーデニングクラブ 

（継続２年目） 

ガイドブックの作成、研修

会の実施 
100,000円 

野田もの知り検定企画実行

委員会（継続２年目） 

クイズ集の作成、備品の購

入等 
100,000円 

学習支援ボランティア 

（新規） 
備品の購入等 200,000円 

 

■事業発展支援（設立５年以上の団体が対象） 

交付決定団体 取組内容 交付決定額 

ＮＰＯ法人 

学区安全サポートクラブ 
備品の購入等 300,000円 
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２２ 
 

野田市市民活動団体支援補助金の見直しについて 

 

１ 平成 30年度市民活動団体支援補助金の申請・採択状況 

 （１）組織基盤強化支援（５年未満） 

   ・組織基盤強化支援には４団体の申請があり、プレゼン後１団体が辞退しました。 

   ・補助金申請の目的や事業内容が不明瞭な団体がありました。 

   ・審査結果は採択が１団体、不採択が２団体、辞退が１団体でした。 

 

    

（２）事業発展支援（５年以上） 

   ・事業発展支援には１団体のみの申請がありました。 

   ・審査結果は採択が１団体でした。 

団体名 補助金額 審査結果 

① ＮＰＯ法人学区安全サポートクラブ ３００千円 採択 

２ 課題 

（１）組織基盤強化支援（５年未満） 

    ・補助金申請の目的や事業内容を整理するため、市民活動支援センターにより補

助金申請書の書き方等を指導する必要がある。 

    ・団体の体制や運営主体、事業実施体制などを整理する必要がある団体がある。 

    ・１割負担が団体によっては負担となっている。 

    ・団体のニーズが多いが、採択団体数が１団体と少ない。 

（２）事業発展支援（５年以上） 

・申請団体数が１団体と少ないため、ゆめ基金の助成団体は対象外となっている

ことなどを含めなぜ少ないかを検証する必要がある。 

３ 対応策 

 （１）「野田市市民活動団体支援補助金制度」の周知と申請書の書き方指導 

     市民活動支援センターが登録団体への「補助金制度」の周知や具体的な申請書

の書き方の指導を行なう。 

（２）補助金審査会の見直し 

市民活動支援センターが「補助金制度」の周知や具体的な申請書の書き方を積

極的に指導することに伴い、補助金審査会委員の見直しを行う。 

 （３）補助金制度の見直し 

補助金制度創設の目的から、２種類の補助金の種類や年数など現在の補助金制

度の骨格の範囲内で、補助金の申請状況を踏まえ見直しを行う。 

 

 

団 体 名 補助金額 審査結果 事業実施期間 

① 学習支援ボランティア  ２００千円 採択 1年間のみ 



◇◇市民活動団体に関するアンケート◇◇

平成30年5月

1．団休の概要について

（該当する番号にOを付けてください）

団　体名

会員の主な年齢層

（いずれか1つに○）

1．10～29歳　2．30～40歳　3．50～59歳　4．60～64歳

5．65～69歳　6．70～74歳　7．75～79歳　8．80歳以上

設立年数（H30．4．1現在） 1．1年未満　2．2年未満　3．3年未満　4，4年未満
5，5年未満　6．5年以上10年未満　　　　7．10年以上

2。団体の活動内容と課題について

問1活動場所について
（1）貴団体の事務所（連絡先）は、どこに置いていますか。

　　（該当する番号にOを付けてください）

1．団体専用の事務所

2．会長の個人宅

3．会員の個人宅

4．その他（具体的に

（2）活動には、主にどのような場所を使っていますか。

　（該当する番号に2つまでOを付けてください）

　　1．団体専用の事務所

　2．公共施設（総合福祉会館・8Fレストラン会議室

　　　　・コミュニティセンター・公民館等）

　　3．町内会館・自治会館

　4．個人の住宅

（3）今後、活動するうえで使用したい場所はありますか。

　　（該当する番号全てにOをつけてください）

　1．団体専用の事務所

　2．公共施設（総合福祉会館・8Fレストラン会議室

　　　・コミュニティセンター・公民館等）

　3．町内会館・自治会館

　4．個人の住宅

　5．企業の施設

5．企業の施設

6．公園・広場
■

7．農地

8．森林

9．その他（具体的に

6．公園・広場

7．農地

8．森林

9．その他（具体的に

10　今のままで良い

）

）

）

問2会員について
（1）前年の同時期と比べて会員数の増減はありましたか。

　　（該当する番号にOを付けてください）

　　L増加した　　　　2．変化なし　　　　3．減少した

（2）現在、市民活動団体の担い手不足が大きな問題となっています。貴団体で会員を増やすために行っ

　ていることは何ですか。（該当する番号全てにOをつけてください）

1．会員募集のチラシ作成

2．人脈の活用

3．広報、ミニコミ誌等での募集

4．積極的な活動内容の周知

5．イベント時の声かけ

6．その他（具体的に

7．何もしていない

）
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問3活動資金について
（1）過去3年間の平均的な年間活動費用はどのくらいですか。

（該当する番号にOを付けてください）

1．0万～5万円未満

2．5万～10万円未満
3．10万～50万円未満
4．50万～100万円未満

5．

6

7．

　100万～500万円未満
．500万～1000万円未満
　1000万円以上

（2）貴団体の主な収入源は何ですか。

　　（該当する番号を金額の多い順に3つまでOをつけてください）

　　1．会費　　　　　　　　　　　　　　　　6．会費以外からの個人負担（各自の持ち出し）

　　2．行政からの補助金　　　　　　　　　　　7．行政からの業務委託料

　　3．財団等民間からの助成金　　　　　　　　8．借入金

　　4．寄付金・賛助金・協賛金　　　　　　　9．その他（具体的に　　　　　　　　　）
　　5．事業収入（バザー・参加費・出版物・チケット等）

（3）貴団体の負担となっている主な経費は何ですか。

　　（該当する番号を金額の多い順に3つまでOをつけてください）

1．調査・研究費

2．会場・施設などの使用料

3．機材・資料・参考図書などの購入費

4．他団体との交流費（交通費含む）

5．イベント等の広報・宣伝にかかる費用

6．コピー代・印刷費

問4他の団体との関係について
（1）貴団体と関わりを持っている団体はありますか。

　　（該当する番号全てにOを付けてください）

　　1．同様の分野の市民活動団体

　　2．他分野の市民活動団体

　　3．自治会
　　4．社会福祉協議会（地区社協含む）

　　5，民生委員・児童委員

　　6．野田市

7．通信費

8．講師・出演者などにかかる経費

9．事務所維持費喝

10．人件費（事務員への給与等）

11．その他（具体的に

12．特に経済的負担はない

（2）貴団体が今後関わりを持ちたい団体はありますか。

　　（該当する番号全てにOを付けてください）

1．同様の分野の市民活動団体

2．他分野の市民活動団体

3．自治会

4．社会福祉協議会（地区社協含む）

5，民生委員・児童委員

6．野田市

7．千葉県

8．他の行政

9．民間企業

10．教育機関

11．その他（

12．関わりはない

7．千葉県

8．他の行政

9．民間企業

10．教育機関

11．その他（

12．関わりは必要ない

）

）

）
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問5活動の課題について
（1）活動する上で困っていることはありますか。

　（該当する番号に3つまでOを付けてください）

　1．会員の減少

　2．会員の高齢化

　3．会員間の人間関係

　4．役員等に責任・業務が集中

　5．リーダー・後継者の引き受け手がいない

　6．相談する機関（相手）がない

　7．専門的な知識やノウハウの不足

　8．団体の拠点となる事務所がない

9．活動場所（会議・イベントスペース等）の確保

問6今後の展望について

10．活動資金の不足

1L機材・備品が不足
12．活動を周知する方法がない

13．活動に必要な情報が入手できない

14．市民の理解が得られない

15．パソコンの作業ができない

　　（助成金・登録申請書の作成において）

16．特に困っていることはない

17．その他（　　　　　　　　）

（1）貴団体では、今後NPO法人格を取得するお考えはありますか。

　（該当する番号にOを付けてください）

1、NPO法人格を取得したい

2．わからないが、NPO法人について勉強したい

3．NPO法人格の取得を考えている

4．

5．

6．

（2）今後の団体活動についてどのようにお考えですか。

　（該当する番号にOを付けてください）

　1．会員を増やして事業を拡大したい　　　　　　5．

　2．現状を維持して続けたい　　　　　　　　　　6．

　3．人数が減っても続けたい　　　　　　　　　　7．

　4．今取り組んでいる問題が解決すれば解散しても良い

既に取得している

その他の法人格を取得したい（一般社二団法人等）

考えていない

目的が同じ団体であれば、引き継ぎたい

解散を検討している

解散をしたいが解散の仕方が分からない

3．野田市市民活動団体支援補助金について※現行の補助金制度の概要は下表のとおりです。

補助金の種類 対象団体 補助金額 補助率 交付団体数 交付回数

組織基盤強化支援 設立年数5年未満 1団体20万円以内 9／10以内 各年度新規1団体 1団体1回3年間

事業発展支援 設立年数5年以上 1団体30万円以内 8／10以内 年間最大　3団体 1団体3回3年に1回

（1）平成29年度に野田市市民活動団体支援補助金を創設しましたがご存知ですか。

（該当する番号にOを付けてください）

1．知らない　　⇒ここで終了

2．知っている　⇒設問の（2）、（3）にもお答えください

（2）申請したことがありますか、また、今後申請したいですか。

　　（該当する番号にOを付けてください）

　　1．申請したことがある　3．検討中またはわからない

　　2．今後、申請したい　　4．申請は考えていない（理由：

（3）野田市市民活動団体支援補助金に関するご意見やご要望がありましたらお書きください。

）
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4．rNPO法人」について（＊NPO法人のみお答えください）

（1）NPO法人格についてお伺いします。

　（該当する番号にOを付けてください）

1．継続していきたい 2．認定取り消しを考えている

　　理由（
）

（2）NPO法人を運営していて困っていることは何ですか？

　（該当する番号にOを付けてください）

1．会計処理が難しい

2．県への報告

3．役員のなり手がいない

4．その他（
）

5．野田市市民活動支援センターについて

（1）センターの利用目的を教えてください。

　　（該当する番号全てにOを付けてください）

　　1．市役所8階旧レストラン会議室の利用

　　2．打合せ等でのフリースペースの利用

　　3．パソコンの利用

（2）センターの利用頻度を教えてください。

　　（該当する番号にOを付けてください）

　　1．週3回以上　　　3．月2～3回
　　2．週1～2回　　　4．．月1回

4．

5．

6．

学習会の参加や相談、情報の入手

市民活動元気アップふえすた等への参加

その他（　　　　　　　　　　）

5．年数回

6．年1回

7．数年に1回

8．利用していない

（3）センターの職員在室時間（相談業務）は現在月曜日から金曜日の午前8時半から午後4時までです。

　　職員の在室時間についてご意見をお聞かせください。（該当する番号にOを付けてください）

　　1．平日の夕方（5時頃）まで在室してほしい　　　3．土日も在室してほしい

　　2．平日の夜間も在室してほしい　　　　　　　　　4．現状で満足

　　（なお、フリースペース・パソコンは現在でも午前8時半から午後9時まで（年末年始を除く）利用可能です。）

（4）今後のセンターに期待する機能は何ですか。

　　（該当する番号に3つまでOを付けてください）

　　1．市民活動全般の相談機能の充実

　　2．市民活動団体向け研修・講座の開催

　　3．市民活動の担い手づくり

　　4．市民活動の活動資金に関する支援

　　5．団体の税務・会計処理について相談・支援

　　6．市民活動団体と行政（市）の協働の推進

　　7．団体・事業者等との連携・協働の仲介

8．団体情報のPR（チラシの掲示等）

9．会議スペースの貸出・利用の充実

10．PC機器・書籍の充実

11、市民活動イベントの開催

12．現状で満足

13．その他（
）

6．野田市の市民活動支援に関するご意見や市に期待することがありましたら、お書きください。

（例：開催してほしい研修・講座の内容・回数、センターに求めたいこと、など）

お忙しい中アンケートにご協力いただきありがとうございました。
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第2回市民活動元気アップふえすた�@翻あなたは？　回答数：163組　196人　　　　　第29回運営協議会　資料（4）−2アンケート分析結果（1／5）　　　　　　　　　野田市市民活動支援センター［アンケート総数163］関係者が73組（448％）、一般来場者が71組（436）でほぼ同数。未回答が19組。＠圏お住まいはどこですか？　回答数163組　196人　中塁一3　鶴奉、−2　次木　羅灘膿灘襲1　中曳灘a太子堂地区懸灘灘灘ヱ　　　ト　隠審灘雛羅灘翻灘灘z　瀬永灘騒鑛羅醸鑛灘聯難灘難羅舞識懸灘繊難灘難魏灘灘翻6　桜溶＝〉　織町購灘鍵鑛灘灘灘灘灘木閤ヶ頴灘繊雛灘灘灘鐡3　1綱．臓灘灘羅羅灘灘灘鑛難講3　上職輪灘灘鑛難一4　捻導灘灘灘灘灘灘｝2　罵鯖台一1　鰯誉翻鑛灘馨購義羅灘一s　麟顯灘一2　メ澱i＝a　禄郷灘講灘灘灘灘羅一9　灘霧一轍2白　　　　　1　　　　　？，　　　　3　　　　　零5　　　　6　　　　？素記入　紛↓　§藩　d溺　書自沢　鐘吹　営綺みず察　鰯　二ぽ　二川　福ee勲治町　羽籔　　凝井　野田　籍部〈9みき捻光台中欝蓋　領艮　　〔〕　　　　？　　　　d　　　　5　　　　B　　　　3．fi　　　．12　　　±尋　　　憩中根が一番多く、，寸2人’欠いて宮崎が10人野田とt9崎がg織浦内各所かtt”来場gほ熾ど肺内蹄が2人齢燃流山，翻甑柏が低無蘇が杁6“8人bts外施細。8第2回市民活動元気アップふえ亨たアンケート分析結果（2／5）　　　　　　　　　　野田市市民活動支援センター�B醗何歳ですか？　翻答数：f63組　196人　　8Cl歳代　　烈歳代　　鱒衛℃　　誇歳賛　　舶歳代　　灘歳代　　2Q歳汁　大学淀等　　凝裳烏　　�S学生メ｝〜学逆小学巡　米澤鯵鵠2P鍋�so顕融�C麟「第2回市民活動元気アップふえすた」をどこでお知りになりましたか？　回答数：171件（重複回答有）・麺蹴鱒喋蜘駿入（3QA％〉と噌多ぐ鵬畷蹟緬49人ぽ蹴朽シ畑人銀7蹴・・市民活動つうしんが10人、ボスタ・・…が9人、磯：コミ誌8人くホームページが7’入でフEイスブヅクが2し入と二融ない9／　　　｛　　　’　∵ttt、　1”ttt　　＼、9　　　　　　　　第2回市民活動元気アップふえすた　アンケート分析結果　（3／5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田市市民活動支援センター�D閉学した会場又は内容はどちらですか？酪数・529件（重複回答有）鱒賢嘩勲り麟職会が鱗人く蟻輸とr醸驚次騰鱒発表が肇紬鯛搬姦曝瞬が購療ぼ膿纏｛膿驚篶饗゜繋鰹轡轡惣欝醗鶴：；誇�D麟に印象臓った団体又は内容がありますか？酪数・163人渇塑9叡（飽蹴蹴なしが鰍（8・6°／・）遠礁じ煕醸興鍋或．　‘　　・魂予田ものしり検瀧体験会とよさこい甘・…クル醤が12：人で⊆番多くぷ人力発電体験8溝マジ逗クシヨ締ぶ／o碁第2回市民活動元気アップふえすた　アンケート分析結果　（4／5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田市市民活動支援センター＠灘お住まいの地域で何か活動（自治会ボうンティア、その他市民活動等）をしていますか亨回答数：163人編灘■羅■■■瀞，　　’醐繍鱒躍■羅■■翻霧：慧紘剛蝋■■羅■羅■麟　　　　　　竃　　　　　　　　　　　鱒　　　　　　　　　　　3騰＼、麟號づ鵬懸羅懇　　謙齢盤鱒鱒鱒囎・活動しているが60人（368％）、していないが64人（393％）、記入なしが39人（239％）。・活動内容は、その他市民活勤が34人と一番多く、次いでボうンティアが14人s自治会が4人。（重複回答有）�G騒「第2回市民活動元気アップふえすた」に対する感想・ご意見・ご希望　回答数：50件　　1．楽しかった。　2．おもしろかった。　3．楽しかった。4。5．6。7。8．9．楽しかったです。楽しい。いろんな発表などを観られて楽しかったです。刺激になり、能活に良い。初めてきました。次回も来たいです6紙芝居、人形劇よかったです。せっけん販売してほしい。楽しかった。10．楽しかった。11．楽しい。12一前回より活気があったと思います。仲間がいるとまた楽しさUPですね。13．たくさんの方が見えて楽しかったです。14．いろいろな活動がみられてとても良かったです。15．楽しかったです。S6．野田市の皆様方のご活躍によって野田市が発展すること希望。17．楽しかったです。18．とても良いと思いました。19．とても良い活動と思いました。20．楽しかった。21、多くの団体があるのにびっくりした。22．感動しました。ありがとうございました。感謝。お礼の言葉に代えさせていただきます。23．楽しかった。24．スタンプラリー楽しかったです。チーバくんも来てました。25．前回も来ました。ず一っと続くように願っています。26．非常に親切にして貰った。27．昨年も来ましたが楽しみにしています。28．血管年齢の測定とても参考になった。29．2年連続70点だったので勉強し直します。｛1　　　　　　　第2回市民活動元気アップふえすた　アンケート分析結果　（5／5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田市市民活動支援センター30．また来ます。31．これからも来ます。32．楽しかった。楽しかった。33．楽しかった。34．いろいろな団体が集まってやるのは良いことだと思う。35．内容がよくわかる展示でした。36。来年も楽しみにしています。37．とても楽しかったです。第3回も期待しています。38．翼況放送なども取り入れていただき大変盛況だと思い謹した。どんどん新しいことを試していければ益叔発展　　していけるのではないでしょうか。皆様の日頃の活動に敬意を表します。39．楽しかった。40．活動団体ビデオ紹介が良かった。一休みしながら各団体活動が理解できた。41．多くの参加団体が集まりよかったと思います。42．スタンプラリーなどいろいろな団体が見れて良かったです。43．スタンプうリーが楽しかった。44．早く来てすいていました。45。特になし。46．あまりよくわからなかった。47．血管年齢、もう少し台数を増やしてほしい。48．昼食時お客さんが減るので飲食ブースがあるといいかと。49．　一般の人の入場がもう少し多いと良いと思う。団体としてもPR不足でした。5（戊とても混雑していて、小さな子供連れには少し歩きにくかったです。（意晃の概要）・「楽しかったです。」、「前回よりも活気があったと思います。」，、「スタンプラリーが楽しかったで宣。」、　「活動団体紹介ビデオが良かった。」「第3回も期待しています。」などの好印象の意見が多かった・噛管年齢、もう少し台数を増やしてほしい。」「一般の人の入場がもう少し多いと良いと居う　」、「とても混雑していて、小さな子供連れには少し歩きにくかったてす。」などの意見もあった。Iz　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第29回運営協議会資料（5）−1（5）平成29年度市民活動支援センターの事業実施報告について　1　市民活動支援センター運営協議会　　　　　　場所：8階旧レストラン会議室第25回第26回実施日平成29年4月20日（木）平成29年7月25日（火）時　間午後2時〜3時10分午後2時〜3時議　題・平成29年度市民活動支援センター登録・市民活動支援センター登録状況について状況について・市民活動支援センター利用状況について・平成28年度市民活動支援センター利用・ミニ学習会及び県出前講座について状況について・市民活動支援センターの運営体制につい・第1回市民活動元気アップふえすたの開て催結果について・第2回市民活動元気アップふえすた企画・平成29年度市民活動支援センター事業案について実施計画について・野田市市民活動団体支援補助金について・市民活動つうしん第13号の発行について・野田市市民活動団体支援補助金について出席者・武智会長ほか6委員　計7人・武智会長ほか4委員　　計　5人・今村副市長ほか8人　計9人・今村副市長ほか10人　計11人第27回第28回実施日平成29年11月17日（金）平成30年1月30日（火）時　間午後2時〜3時15分午後2時〜3時5分議　題・市民活動支援センター登録状況について・市民活動支援センター登録状況について・市民活動支援センター利用状況について・市民活動支援センター利用状況について・ミニ学習会及び市民活動団体マネジメン・ミニ学習会についてト講座について・第2回市民活動元気アップふえすたにつ・野田夏まつり躍り七夕についていて・第2回市民活動元気アップふえすたについて・市民活動支援センター運営協議会委員の改選について・平成30年度事業実施計画（案）について・平成30年度野田市市民活動団体支援補助金について出席者・武智会長ほか6委員　　　　計7人・武智会長ほか7委員　計8人・岡田市民生活部長ほか7人　計8人・今村副市長ほか8人　計9人13　｝t第29回運営協議会資料（5）−2（5）平成29年度市民活動支援センターの事業実施報告について　2　ミニ学習会及び県出前講座　　　　場所　ミニ学習会：センターフリースペース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県出前講座：8階旧レストラン会議室ミニ学習会第1回ミニ学習会第2回講座名助成金基礎講座（1）助成金基礎講座（2）実施日平成29年5月1日（月）平成29年6月21日（水）実施時間午前10時〜12時午前10時〜12時内　容・自己紹介（団体の活動内容と申請したい事業について）・助成金の申請から報告までの基礎知識の再確認　・助成金の紹介・助成金の申請等の個別相談・自己紹介（団体の活動内容と申請したい事業について）・助成金の申請から報告までの基礎知識の再確認　・助成金の紹介・助成金の申請等の個別相談参加者14団体・23名7団体・10名ミニ学習会第3回ミニ学習会第4回講座名パソコン連続3回講座助成金基礎講座（3）実施日平成29年10月3・10・17日（火）平成29年10月13日（金）実施時間午前9時30分〜12時午前10時〜12時内　容・目指そう！ワンランク上の“チラシ”づくり・参加者ひとり一人のレベルに合わせた個別指導によるWordの基礎から実用的なチラシ作成の裏技・自己紹介（団体の活動内容と申請したい事業について）・助成金の申請から報告までの基礎知識の再確認　・助成金の紹介・助成金の申請等の個別相談参加団体9団体・延べ26名7団体・13名EEミニ学習会第5回県出前講座講座名助成金基礎講座（4）改正NPO法講座実施日平成30年1月17日（水）平成29年5月10日（水）実施時間午前10時〜12時30分午後2時〜3時12分内　容・自己紹介（団体の活動内容と申請したい事業について）・平成30年度の助成金の紹介・平成30年度野田市市民活動団体支援補助金について・報告書の作成について・・個別相談講師：千葉県県民生活・文化課　　　NPO班　主事　今関平氏・NPO法の改正について（H28．6改正）・貸借対照表の公告に係る定款記載例・内閣府NPO法人ポータルサイト・平成24年4月の法改正について参加者8団体・10名15団体・19名14第29回運営協議会資料（6）−1（6）8階旧レストラン会議室の使用方法について　部灘日レストラン会議室の厨房を使用した市民活動団体の活動が可能となるように8階糟レストラン会議室使用要領の一部を次のとおり改正いたしました。8階類レストラン会議室使用要領の一部改正の新煽対照表（下線の部分は改正部分）改　正　案（使網時間）2　会議室の使用時間は、午前9時3�J分から午後フ時3�J分までとする。ただし、硝長が特に必要と認めるときはこの限りでない。（使用者の義務）9　会議室の使用の準備は、全て使用者が行わなければならない。�A会議室においては室内の汚損、また設備・備品等の破損のないよう留意して利用するものとする。また、使用時は、鵜厨房への立入りを禁止するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの鰻りでない。（使用の制限）盤　物晶の販売、企業活動の使用及びその他営　利的活動での使用はできないものとするeただし、物品の販売については、衛長が精に必要と認めるときはこの隈りでない。�A政治的活動（政党の使用も含む）、宗教的活動、又は行政に対し妨げとなる活勤を目的とした場合は使用できないものとする。�Bやむを得ない水分補給を除き、室内での飲食はできないものとする。ただし、帯長が特に必要と認めるときはこの限りでない。（その他）』2　空調設備は、月曜日から金曜日及び日曜日　は運転を行うが、土曜日及び祝日は行わない　ものとする。なお、運転時間は、午前8時　3�J分から午後5時15分（最大7時）までと　する。　ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。附　劉（施行期9）1　この要領は、平成30年4月11ヨから施行する。現行（使用時間）2　会議室の使用時間は、午前8時30分から午後フ時3◎分までとする。（使用者の義務）8　会議室の使用の準備は、全て使用者が行わなければならない。�A会議室においては室内の汚損、また設備・備晶等の破損のないよう留意して利用するものとする。また、使用時は、摺厨房への立入りを禁止するものとする。（使用の制限）9　物品の販売、企業活動の使用及びその他営利的活動での使用はできません。�A政治的活動（政党の使用も含む）、宗教的活動、又は行政に対し妨げとなる活動を目的とした場合は使用できません。�Bやむを得ない水分補給を除き、室内での飲食はできません。（その他）11空調設備は、月曜日から金曜日及び日曜日は運転を行うが、土曜日及び祝日は行わないものとする。なお、運転時間は、午前8時30分から午後5時15分（最大7時）までとする。16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運営協議会　資料（6）一一　2　　　　　　　　　　　　　8階旧レストラン会議室使用要領（目的）1　この要領は、市役所8階レストランの閉店に伴い、当面会議室として利用する8階旧レス　トラン会議室（以下「会議室」という。）の使用に関して必要な事項を定めるものとする。（使用時間）2　会議室の使用時間は、午前8時30分から午後7時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。（使用できる日）3　会議室は、12月29日から翌年の1．月3日まで及び定期清掃等による作業日以外は使用で　きるものとする。（使用資格）4　会議室を使用できる者は、市民活動支援センターに登録した特定非営利活動法人、ボランティア団体その他広くまちづくりを行う市民団体とし、個人の使用はできないものとする。（使用の手続）5　会議室を使用しようとする者は、8階旧レストラン会議室使用申請書（別記第1号様式）　を偶数月の1日（1日が閉庁日に当たるときは、翌業務目）に市長に提出しなければならない。申請できる期間は、下表のとおり2か月後及び3か月後の2か月分とする。なお、受付時間は午前9時から午後4時までとする。　ただし、偶数月の1日以降も予約に空きがある場合には、随時使用日の当日（平日開庁日　に限る。）の午後4時までに申請することができるものとする。使用月申込月使用月申込月使用月申込月4月、5月分2月8月、9月分6月12月、1月分10月6．月、7月分4月10月、11月分8月2月、3月分12月�A市長は、申請書を受理したときは使用の可否を決定し、使用を許可した場合は、速やかに　8階旧レストラン会議室使用許可書（別記第1号様式）を申込者に交付するものとする。（使用の順序）6　会議室の使用の許可は、申込の順による。ただし、申込が同時の時は、協議により定める　ものとするが、協議が整わない場合は、くじ引きとする。（会議室の種類）7　会議室は、会議室1及び会議室2の2か所とし、同時に両方を使用することもできる。（使用者の義務）8　会議室の使用の準備は、全て使用者が行わなければならない。�A会議室においては室内の汚損、また設備・備品等の破損のないよう留意して利用するものとする。また、使用時は、旧厨房への立入りを禁止するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。（鍵の受け渡し等）9　会議室を使用する者は、使用の当日に市民生活課（閉庁日及び開庁日の午後5時15分以降は守衛室）で専用の鍵を受領した上、会議室専用扉から出入りするものとする。　　なお、自動ドアも使用可能とする。17運営協議会　資料（6）−2　�A退去時には、必ず室内の状況を原状復帰した上清掃し、当日中に鍵を市民生活課（閉庁日　及び開庁日の午後5時15分以降は守衛室）に返却するものとする。（使用の制限）10物品の販売、企業活動の使用及びその他営利的活動での使用はできないものとする。ただ　し、物品の販売については、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。�A政治的活動（政党の使用も含む）、宗教的活動、又は行政に対し妨げとなる活動を目的と　した場合は使用できないものとする。�Bやむを得ない水分補給を除き、室内での飲食はできないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りではない。11次の場合は、使用許可の取り消し、または許可をしないことができる。　（1）野田市庁舎管理規則及びこの要領に定められた事項が守られないとき。　（2）不正な手段によって使用の許可を受けたとき。　（3）その他使用許可の取り消しまたは停止が必要と認めるとき。（その他）12空調設備は、月曜日から金曜日及び日曜日は運転を行うが、土曜日及び祝日は行わないも　のとする。なお、運転時間は、午前8時30分から午後5時15分（最大7時）までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。　　附　則（施行期日）1　この要領は、平成28年8月1日から施行する。（経過措置）2　平成28年10．月、ll．月分の会議室を使用する者は、周知期間を考慮し、8階旧レストラ　ン会議室使用申請書を8．月17日に市長に提出しなければならない。附　則（施行期日）1　この要領は、平成30年4月1日から施行する。18＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018．5．15＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊第聰騨髄嚢発気nt　ig79ikgre籍今年も「集まれ！！野田の仲間たち」をキャッチフレーズに、野田市市民活動支援センター登録の31の市民活動団体が、日頃の活動の紹介や、市民の皆さんの「地域活動を始めるきっかけづくり」を提案する交流イベント瓜去る2月12日に中央公民館と総合福祉会館で開催されました。　講堂にて10時からの開会式が終わると、マジックワークショップが始まり、同時に各階のプログラムカqタートしました。　今年度は各団体が事前に約3分間の団体紹介ビデオを撮影し、喫茶コーナーでエンドレスに流したり、アキオーズゆうせんラジオによる団体紹介を行ったりと新たな試みも好評で、参加団体と来場者の交流を深めること力陀きました。★朝早くからたくさんの市民の方力惨加して開会式が行われ、チーバくんたちも盛り上1ず（くれました。i★今年度の特別企画は「今日からマジシャン！」と題した1時間半のマジックワークショップです。参加した小学生から大人まで100名ほどの皆さんは講師の先生のお手本を見なカsらハンカチやコインを使ったマジックに夢中の様子。「楽しかった！」「家族や友達に披露するのが楽しみです」などの感想、も多く聞かれました。★参加団体により、ハーモニ力演奏、よさこいソーラン、フラダンス、障がい者が困っている擬似体験、沖縄工イサー、クラリネット演奏黒田節、舞踊体操、マジックの演目を、多数の観客の前で披露しました。（瀕摘力魎ってい磁渉★1階ロビーの展示・実演コーナーでは、参加17団体力唱頃の活動をパネル展示で紹介するコーナーや、バルーンアート、リサイクルせっけん洗浄実験、国際交流協会の活動、お顔のトリートメント、フェイスブックによる団体紹介の実演｝で来場者の関心を集めました。Ω冷★2階和室1＆人形劇・紙芝居、おはなし会、野田かるたと盛だくさんのメニューをそろえ訪れた子どもたちの笑顔でいっぱいになりました。第2回市民活動元気アップふえすた参加団　一31s　　五十音il・アキオーズゆうぜんラジオな力粉だい439・Earth　as　Mother　F葉・アスナロ農園・唄と踊りとお話と直寿会・NPO法人子育てネットワークゆっくっく・NPO法人　スマイリシエル・NPO法人せっけんの街野田地区・NPO法人　日本綜合医学会　干葉支部・NPO法人野田子ども劇場・NPO法人　野田文化研究会・NPO法人　野田レクリエーション協会・演芸出前「仕出し屋1・尾崎・子供を守る会・おはなしグループ「ゆう」・介護・認知症の家族と歩む会・野田・傾聴ボランティアダンボ・子どもの未来ネットワーク野田・生涯学習ボランティア　ほのぼの会・天空・野田工コライフ推進の会・野田市国際交流協会・野田市手をつなぐ親の会・野田マジッククラブ・野田もの知り検定企画実行委員会・雲雀ハーモニカクラプ・ぴゅあメイクセラピー・ふろしき研究会　野田・むらさきの里野田ガイドの会・よさこいサークル昔（つぼみ）・よさこいソーラン野田白龍会・Le　i・Pkake（レイ・ピカケ）※協　　力：つくしんぽ・野田写真研究会※ボランティア：東京理科大学よさこいソーラン部　　　　　　：NPO法人野田子ども劇場　　　　　　：NPO法人野田文化研究会令令嬉〉ξ夢舌失0らせ令寧・令　　　　　助成金ミニ学習会　助成金は市民活動団体の重要な資金源の一つです。この講座では「助成金とはなにかの基本」や「助成金獲得に向けての効果的な右法」等を学習します。助成金の活用を考えている団体はぜひご参加下さい。睡〔亘：第2回目6月20日（水）10：00〜12：00匿］司：市民活動支援センター室フリースペース囲：〜助成金基礎講座（1）�A〜　　　　・平成30年度の助成金の申請に向けて　　　　　　　　　　助成金の紹介と申請準備　　　　・野田市市民活動支援補助金の紹介嚇：第3回目助成金基礎講座　　　10月上旬　　　　第4回目　報告書の書き方　　31年1月下旬　※申込は市民活動支援センターまで連絡下さい。・　※平成31年度の市民活動団体支援補助金の申請に向けた　学習もしっかりやっていく予定ですので、ご参加下さい。　　野田市市民活動団俸刻爵補助金　野田市市民活動団体支援補助金は、平成29年度から創設された市民活動団体への支援で、対象は野田市市民活動支援センターに登録している団体です。採択された団体は次のとおりです。〈組織基盤強化支援（設立5年未満〉　平成29年度・野田ガーデニングクラブ　　　　　　・野田もの知り検定企画実行委員会　平成30年度・学習支援ボランティア〈事業発展支援（設立5年以上）〉　平成29年度・むぎの会　　　　　　・野田市中途失聴者・難聴者の集い　　　　　　　　「みみずくの会」　　　　　　・尾崎・子供を守る会　　　　　　・唄と踊りとお話と　直寿会　　　　　　・野田のてんとう虫を守る会　平成30年度・NPO法人学区安全サポートクラブ＊第ξ刻回＿野田s2，ジ以ク，クラフ璽琵嚢蒙＊（公財）日本レクリエーション協会公認【亘：昼：5月20日（日）開場13：00開演13：30レ2リエ：シ翌孤励を堂讃習会＿隻£ユ2｛或＿匿：遜：樫のホール3階小ホール恒二週：5月20日（日）〜12月23日（祝・日）魎・網（曲席）　　　べ・匡：遷：野田マジッククラブ　　　　　苧書令魎脚1垣：囲：野田市総合福祉会館他�S：→舌納入の場合380α〕円（会費・教材・保険料含む）匡：運：NPO法人野田レクリエーション協会囲：C白⊂｝7822−8512（事務局渡邉）　　　e−ma‖　noda−rec＠li∨ejp＊．＿第ヱ厘1まめ2．⊆2エス，乏工∠型レ厘：郵：7月16日（月・祝）1000〜13：00慧禰読�c�c�cL多K匿：詞：岩木」学校・体育館＆校庭匿亟薗：500円／人小学生30人（｛蜘ま保護者同伴）匡：瑠：まめっこフェスティバル実行委員会匡：露：NPO法人野田子ども劇場魎：04−7123−7818（野田公民館）魎：04−7124−8419（水・金）＊叉ジ1ツ2シヨニ［酬、Ωやぬ口り弍ん」＿＊学習支援「ひまわり学習会」説明会騒；鮮＝3°°薯・匡：璽：NPO法人子育てネットワークゆっくっく匡垂≡亘1：04−7129−8089魎：学習環境に恵まれない子ども達・保護者厘：週：毎月第2土曜日　1600〜1640嗣：野田公舗鵬室匡：固：学習支援ボランティア魎：04−7129−2438（佐々木）※熱意と自信を有するボランティア講師も求めています。次回発行の肺民活動つうしん」1こ掲載する「イベント情報」を募集しています。◇イベント開催：平成30年10月から平成3f年1月までUtUttW，　WttS喘OfavrndtWOftW助成金情報018年度子どもゆめ基金　第：次・内　　容：子どもの体験活動、読書活動・募集締切：6月5日（火）　当日消印有効・活動期間：10月1日〜30年3月31日・問合せ先：子どもゆめ基金助成課（01　20−579C81）みずほ教育福祖　・・内　　容：老後を豊かにするKラ万イア活動資金助成事業・募集締切：5月25日（金）・助成内容：主に活動に必要な備品など・対象団体：比較的小規模なボランティア団体　　　　　法人格（NPO法人など）は対象外・間合せ先：みずほ教育福祉財団（03−3596−4532）同生命厚生事業・・内　　容：シニアボランティア活動助成・募集締切：5月25日（金）当日消印有効・助成対象：60歳L＞，U：が80％以上のボランティア　　　　　グループ（NPO法人を含む）上記の助成金の詳細については、市民活動支援センターへお問い合わせ下さい。〜〜〜支援センタ≒新7ζン，¶一紹介〜〜〜　「第3回市民活動元気ブ¶プふえ写た」　　　　　参力嘔琳募集◎窃知らせ　今年度も市民活動団体の活動を多くの市民の皆さんに知っていただくとともに、団体同士の交流を図るビッグイベントを開催します。登録団体の皆さん、ぜひご参加・ご協力下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N企画から参画する「ふえすたスタッフ」も募集しています。　申込先下記の市民活動支援センターまで《韓30年度�A行事吊定》9月　機閲紙「市民活動つうしん」第18号発行10月ミニ学習会「パソコ）�給燕u座1　　　　乞：き　　〃　ミニ学習会「助成金基礎講座（3）」　　○鳩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sc　〃　登録団体紹介冊子発行11月機関紙「市民活動っうしん」第19号発行　〃　野田市市民活動団体支援補助金説明会t月　機関紙「市民活動つうしん」第20号発行　　〃　ミニ学習会「助成金基礎講座（4）」2月12H　「第3回市民活動元気アップふえすた」※講座内容を変更する場合がありますのでご了承下さい『’；　　　　　　一編集・発行ご1　　　　野田市市民活動支援センターii　　〒278＜O（）03野田市鶴奉5−1総合裕虻会館3階l　　TEL　O4−7197−G　543／FA×04−7197二1643ii　　　Mal：nodaSiminkatucb＠bzO4．pla］己orJpiK養lllli1●ノ◇◇市民活動団体に関するアンケート◇◇平成30年5月1．団休の概要について（該当する番号にOを付けてください）団　体名会員の主な年齢層（いずれか1つに○）1．10〜29歳　2．30〜40歳　3．50〜59歳　4．60〜64歳5．65〜69歳　6．70〜74歳　7．75〜79歳　8．80歳以上設立年数（H30．4．1現在）1．1年未満　2．2年未満　3．3年未満　4，4年未満5，5年未満　6．5年以上10年未満　　　　7．10年以上2。団体の活動内容と課題について問1活動場所について（1）貴団体の事務所（連絡先）は、どこに置いていますか。　　（該当する番号にOを付けてください）1．団体専用の事務所2．会長の個人宅3．会員の個人宅4．その他（具体的に（2）活動には、主にどのような場所を使っていますか。　（該当する番号に2つまでOを付けてください）　　1．団体専用の事務所　2．公共施設（総合福祉会館・8Fレストラン会議室　　　　・コミュニティセンター・公民館等）　　3．町内会館・自治会館　4．個人の住宅（3）今後、活動するうえで使用したい場所はありますか。　　（該当する番号全てにOをつけてください）　1．団体専用の事務所　2．公共施設（総合福祉会館・8Fレストラン会議室　　　・コミュニティセンター・公民館等）　3．町内会館・自治会館　4．個人の住宅　5．企業の施設5．企業の施設6．公園・広場■7．農地8．森林9．その他（具体的に6．公園・広場7．農地8．森林9．その他（具体的に10　今のままで良い）））問2会員について（1）前年の同時期と比べて会員数の増減はありましたか。　　（該当する番号にOを付けてください）　　L増加した　　　　2．変化なし　　　　3．減少した（2）現在、市民活動団体の担い手不足が大きな問題となっています。貴団体で会員を増やすために行っ　ていることは何ですか。（該当する番号全てにOをつけてください）1．会員募集のチラシ作成2．人脈の活用3．広報、ミニコミ誌等での募集4．積極的な活動内容の周知5．イベント時の声かけ6．その他（具体的に7．何もしていない）1問3活動資金について（1）過去3年間の平均的な年間活動費用はどのくらいですか。（該当する番号にOを付けてください）1．0万〜5万円未満2．5万〜10万円未満3．10万〜50万円未満4．50万〜100万円未満5．67．　100万〜500万円未満．500万〜1000万円未満　1000万円以上（2）貴団体の主な収入源は何ですか。　　（該当する番号を金額の多い順に3つまでOをつけてください）　　1．会費　　　　　　　　　　　　　　　　6．会費以外からの個人負担（各自の持ち出し）　　2．行政からの補助金　　　　　　　　　　　7．行政からの業務委託料　　3．財団等民間からの助成金　　　　　　　　8．借入金　　4．寄付金・賛助金・協賛金　　　　　　　9．その他（具体的に　　　　　　　　　）　　5．事業収入（バザー・参加費・出版物・チケット等）（3）貴団体の負担となっている主な経費は何ですか。　　（該当する番号を金額の多い順に3つまでOをつけてください）1．調査・研究費2．会場・施設などの使用料3．機材・資料・参考図書などの購入費4．他団体との交流費（交通費含む）5．イベント等の広報・宣伝にかかる費用6．コピー代・印刷費問4他の団体との関係について（1）貴団体と関わりを持っている団体はありますか。　　（該当する番号全てにOを付けてください）　　1．同様の分野の市民活動団体　　2．他分野の市民活動団体　　3．自治会　　4．社会福祉協議会（地区社協含む）　　5，民生委員・児童委員　　6．野田市7．通信費8．講師・出演者などにかかる経費9．事務所維持費喝10．人件費（事務員への給与等）11．その他（具体的に12．特に経済的負担はない（2）貴団体が今後関わりを持ちたい団体はありますか。　　（該当する番号全てにOを付けてください）1．同様の分野の市民活動団体2．他分野の市民活動団体3．自治会4．社会福祉協議会（地区社協含む）5，民生委員・児童委員6．野田市7．千葉県8．他の行政9．民間企業10．教育機関11．その他（12．関わりはない7．千葉県8．他の行政9．民間企業10．教育機関11．その他（12．関わりは必要ない）））2問5活動の課題について（1）活動する上で困っていることはありますか。　（該当する番号に3つまでOを付けてください）　1．会員の減少　2．会員の高齢化　3．会員間の人間関係　4．役員等に責任・業務が集中　5．リーダー・後継者の引き受け手がいない　6．相談する機関（相手）がない　7．専門的な知識やノウハウの不足　8．団体の拠点となる事務所がない9．活動場所（会議・イベントスペース等）の確保問6今後の展望について10．活動資金の不足1L機材・備品が不足12．活動を周知する方法がない13．活動に必要な情報が入手できない14．市民の理解が得られない15．パソコンの作業ができない　　（助成金・登録申請書の作成において）16．特に困っていることはない17．その他（　　　　　　　　）（1）貴団体では、今後NPO法人格を取得するお考えはありますか。　（該当する番号にOを付けてください）1、NPO法人格を取得したい2．わからないが、NPO法人について勉強したい3．NPO法人格の取得を考えている4．5．6．（2）今後の団体活動についてどのようにお考えですか。　（該当する番号にOを付けてください）　1．会員を増やして事業を拡大したい　　　　　　5．　2．現状を維持して続けたい　　　　　　　　　　6．　3．人数が減っても続けたい　　　　　　　　　　7．　4．今取り組んでいる問題が解決すれば解散しても良い既に取得しているその他の法人格を取得したい（一般社二団法人等）考えていない目的が同じ団体であれば、引き継ぎたい解散を検討している解散をしたいが解散の仕方が分からない3．野田市市民活動団体支援補助金について※現行の補助金制度の概要は下表のとおりです。補助金の種類対象団体補助金額補助率交付団体数交付回数組織基盤強化支援設立年数5年未満1団体20万円以内9／10以内各年度新規1団体1団体1回3年間事業発展支援設立年数5年以上1団体30万円以内8／10以内年間最大　3団体1団体3回3年に1回（1）平成29年度に野田市市民活動団体支援補助金を創設しましたがご存知ですか。（該当する番号にOを付けてください）1．知らない　　⇒ここで終了2．知っている　⇒設問の（2）、（3）にもお答えください（2）申請したことがありますか、また、今後申請したいですか。　　（該当する番号にOを付けてください）　　1．申請したことがある　3．検討中またはわからない　　2．今後、申請したい　　4．申請は考えていない（理由：（3）野田市市民活動団体支援補助金に関するご意見やご要望がありましたらお書きください。）34．rNPO法人」について（＊NPO法人のみお答えください）（1）NPO法人格についてお伺いします。　（該当する番号にOを付けてください）1．継続していきたい2．認定取り消しを考えている　　理由（）（2）NPO法人を運営していて困っていることは何ですか？　（該当する番号にOを付けてください）1．会計処理が難しい2．県への報告3．役員のなり手がいない4．その他（）5．野田市市民活動支援センターについて（1）センターの利用目的を教えてください。　　（該当する番号全てにOを付けてください）　　1．市役所8階旧レストラン会議室の利用　　2．打合せ等でのフリースペースの利用　　3．パソコンの利用（2）センターの利用頻度を教えてください。　　（該当する番号にOを付けてください）　　1．週3回以上　　　3．月2〜3回　　2．週1〜2回　　　4．．月1回4．5．6．学習会の参加や相談、情報の入手市民活動元気アップふえすた等への参加その他（　　　　　　　　　　）5．年数回6．年1回7．数年に1回8．利用していない（3）センターの職員在室時間（相談業務）は現在月曜日から金曜日の午前8時半から午後4時までです。　　職員の在室時間についてご意見をお聞かせください。（該当する番号にOを付けてください）　　1．平日の夕方（5時頃）まで在室してほしい　　　3．土日も在室してほしい　　2．平日の夜間も在室してほしい　　　　　　　　　4．現状で満足　　（なお、フリースペース・パソコンは現在でも午前8時半から午後9時まで（年末年始を除く）利用可能です。）（4）今後のセンターに期待する機能は何ですか。　　（該当する番号に3つまでOを付けてください）　　1．市民活動全般の相談機能の充実　　2．市民活動団体向け研修・講座の開催　　3．市民活動の担い手づくり　　4．市民活動の活動資金に関する支援　　5．団体の税務・会計処理について相談・支援　　6．市民活動団体と行政（市）の協働の推進　　7．団体・事業者等との連携・協働の仲介8．団体情報のPR（チラシの掲示等）9．会議スペースの貸出・利用の充実10．PC機器・書籍の充実11、市民活動イベントの開催12．現状で満足13．その他（）6．野田市の市民活動支援に関するご意見や市に期待することがありましたら、お書きください。（例：開催してほしい研修・講座の内容・回数、センターに求めたいこと、など）お忙しい中アンケートにご協力いただきありがとうございました。4

